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中小企業組合等支援施策情報
IT導入補助金（サービス等生産性向上IT導入支援事業）
� 事務局業務：一般社団法人サービスデザイン推進協議会

IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等のみなさまが自社の課題やニーズに合ったITツール
（ソフトウエア、サービス等）を導入する経費の一部を補助することで、みなさまの業務効率化・売
上アップをサポートするものです。

IT導入補助金について
現在、三次公募が行われており、第4回締切が11月6日（火）、第5回締切が11月19日（月）となってお
ります。

◆補助対象経費
　ソフトウエア、クラウド利用
費、導入関連経費等です。
※補助金のホームページに公開
されているITツールが補助金の
対象です。
https://www.it-hojo.jp/

◆補助金の額
　上限額50万円
　下限額15万円
　補助率は1／2以下となってい
ます。

◆注意事項
　交付決定前に契約・導入さ
れ発生した経費は補助対象と
なりません。必ず交付決定を受
けた後に補助事業を開始して
ください。

◆実施期間・事業実績報告期間
　いずれも交付決定日以降〜�
平成31年1月31日（木）となって�
います。

◆税務上の取扱いについて
　国からの補助金を原資として、サービス業等生産性向上IT導入支援事業事務局から補助対象
者に交付されるものであり、法人税法第42条及び所得税法第42条に規定する国庫補助金に該当
します。
　ただし、固定資産の取得以外に充てられた部分の金額については、法人税法第42条及び所得税
法第42条の規定を適用することはできません。

サービス業等生産性向上IT導入支援事業コールセンター

ナビダイヤル�0570－000－427�（通話料がかかります）


